
『
続

日

本

紀

』

に

お

け

る

叙

位

の
欠

落

に

つ

い
て

西

本

英

夫

は
じ
め
に

一
、

叙
位
欠
落
の
問
題
点

国
史
編
纂

に
関
す
る
研
究
は
、
編
纂
過
程
に
関
す
る
も

の
か
ら
編

纂
体
制
、
編
集
に
用

い
ら
れ
た
素
材
に
関
す
る
も
の
迄
幅
広
く
行
な

わ
れ
、
近
年

で
は
、
六
国
史
全
体
を
通
覧
し
た
も

の
も
見
ら
れ
る
。

六
国
史
の
中

で
も

『
[
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
(以
ド

『書
紀
』

『続
紀
』
と
す
る
)
に
関
す
る
研
究
は
と
り
わ
け
多
く
、
枚
挙

に
暇

が
な
い
。

『続
紀
』
編
纂

に
つ
い
て
は
、
近
年
中
西
康
裕
氏
が
、
『
続
紀
』

ノ
ご

記
事
表
記

の
変
化
を
考
察
し
続
々
と
そ
の
成
果
を
発
表
し
て
い
る

が
、
未
だ
残
さ
れ
た
問
題
が
多

い
事
も
事
実

で
あ
る
。
小
論

で
は

『続
紀
』
編
纂
事
業
に
関
す
る

一
考
察
と
し
て
、
叙
位
記
事
に

つ
い

て
僅
か
で
は
あ
る
が
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

『続
紀
』
叙
位
記
事
は
、
五
位
以
上
の
叙
位
を
記
す
事
を
原
則
と

し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
確
か
に

『続
紀
』
叙
位
記
事
に
お
け

る
κ
位
以
上

へ
の
叙
位
が
占
め
る
割
合
は
圧
倒
的
に
多
く
、
六
位
以

ド
へ
の
叙
位
記
事
は
数
え
る
程
度
し
か
見
ら
れ
な
い
。
但
し
、
五
位

以
上
の
叙
位
に
関
し
て
も

『続
紀
』
は
全
て
を
網
羅
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
右
の
原
則
を
認
め
た
上
で
、
五
位
以
上

へ
の
叙
位
で
あ
る

に
も
拘
ら
ず

『続
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
叙
位
の
欠
落
と

呼
ぶ
事
と
す
る
。
叙
位
の
欠
落
と
は

つ
ま
り
、
あ
る
人
物
が
帯
び
て

い
る
位
階
が
、
『続
紀
』
内
に
お
い
て
叙
位

記
事
を
経
る
事
な
く
高

位

へ
進
ん
で
い
る
場
合
を
指
す
。

叙
位
の
記
述
が
、
編
纂
段
階
の
相
違
や
笹
山
晴
生
氏
等
に
指
摘
さ
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ヨ

　

れ
て
い
る
最
終
編
纂
段
階
に
お
け
る
削
減
作
業
、
或

い
は
素
材

の
制

約
を
ど
れ
程
受
け
て
い
る
か
を
検
討
す
る
際
に
は
、
『続
紀
』
に
記

載
さ
れ
て

い
る
叙
位
数
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
な
さ
れ
た
叙
位
数

が
ど
の
程

度
で
、
そ
こ
か
ら
記
述
さ
れ
な
か

っ
た
叙
位
者
や
そ
の
数

を
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
表

一
に
挙
げ
た
様
に
、
『
続

紀
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
五
位
以
上

の
叙
位
者
は
年
毎
に
か
な
り
の

バ
ラ

つ
き
が
あ
り
、
同
条
件
に
よ
り
集
計
し
た

『
続
日
本
後
紀
』

(以
下
、
『続
後
紀
』
と
す
る
)
記
載
の
叙
位
者
数
を
見
る
と

(表
二
)、

　
　

　

そ
の
差
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
直
ち
に
複
雑
な
編

纂
過
程
や
編
纂
時
の
削
減
作
業
に
起
因
す
る
と
結
論
付
け
る
の
は
早

計
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
叙
位
者
数

の
少
な
い
慶
雲
年
間
以
前
や
天

平
勝
宝
年

間
後
半
の
場
合
、
実
際
に
は
記
述
よ
り
遥
か
に
多

い
叙
位

が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
記
さ
れ
な
か

っ
た
原
因
を
、

編
纂
作
業

や
用
い
ら
れ
た
素
材
に
求
め
る
事
が
出
来
る
が
、
実
際
に

な
さ
れ
た
叙
位
数
と

『続
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
叙
位
数
と
の
問
に
差

が
な
け
れ
ば
、
記
載
さ
れ
て
い
る
叙
位
者
数
が
少
な

い
の
は
、
編
纂

作
業
の
問
題
以
前
に
、
そ
の
当
時

の
情
勢
と
の
関
係
に
目
を
向
け
る

事
と
な
ろ
う
。
反
対
に
、
記
載
さ
れ
て
い
る
叙
位
者
数
が
多

い
年
紀

に
お

い
て
も
、
叙
位
の
欠
落
が
多
く
実
際
に
は
記
載
よ
り
更
に
多
い

叙
位
が
行

な
わ
れ
て
い
た
事
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
そ
の
時
期
の
叙

位
記
事
に
関
し
て
、
編
纂
作
業
時
に
お
け

る
資
料
操
作
や
素
材
の
問

題
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
様
な
記
載
さ
れ
て
い
る
叙
位
数
と
実
際
に
な
さ

れ
た
叙
位
数
と
の
差
を
計
る
に
は
、
『続
紀

』
を
は
じ
め
そ
の
編
年

の
範
囲
と
時
期
が
重
複
す
る
史
料
か
ら
、

『続
紀
』
の
叙
位

の
欠
落

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
叙
位

の
欠
落
が
生
じ
る
原
因

に
は
、
前
述
の
笹
山
氏
の
指
摘
に
拠
る
と
、
『続
紀
』
編
纂

の
最
終

段
階
に
お
い
て
削
減
さ
れ
た
か
或

い
は
叙
位
記
事
の
素
材
と
し
て
用

い
ら
れ
た
も
の
の
不
備
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
叙
位
の
欠
落
を
具
体
的

に
挙
げ
て
の
研
究
は
残
念
な
が
ら
管
見
に
入

っ
て
お
ら
ず
、
従

っ
て

諸
説
で
は

『続
紀
』

の
叙
位
の
欠
落
原
因
は
右

の
両
者
の
混
在
か
、

や
や
も
す
れ
ば
漫
然
と
最
終
編
纂
段
階
に
お
け
る
意
図
的
な
削
減
と

捉
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
叙
位
記
事
の
素
材
や
編
纂
作
業

内
容
等
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
は
明
ら

か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
象
で
あ

ろ
う
。
以
下
に
叙
位
記
事

欠
落
が
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
挙
げ

る
が
、
そ
の
分
布
状
況
や

欠
落
の
原
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
事

に
よ
り
、
『続
紀
』
編
纂
の

一

端
を
垣
間
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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表一
、

『
続
紀』

記
載
男
性
叙
位
者
数

数人

%

輩
㎜

墓
U

露
3
2

㎜

丑

墾
-

銘
29

慨

蕗

鷺

磐

幕
36

観
3。

箋

盆
49
併
m
59
65
η
25

器

㌶
5。

号年

扶
枕
叶
元
二
三
四
五
六
七

▲
兀
一
"

三
四
"

五
六
七
八
元
二
元

壬一

三
兀
"
二
三
四
五
六
七
八
九
+

t
兀

元
二
三
四
五
六
七
八
九
+

平

宝

字

護

雲

亀

応

暦

〃

〃

〃

聯

〃

〃

〃

〃

〃

森

:

〃

〃

〃

〃

:

〃

榊
〃

謂

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

天

天

天

天

神

宝

天

延

巻

六

七

八

九

〇

一

二

三

四

五

六

七

八

九

〇

一

二

三

四

五

六

七

八

九

〇三三一一一一二二二二二二二二二二三三三三三三ご一三四

数人

0

0

1

3

6

6

0

33

27

0

12

2

22

19

16

48

23

29

30

38

0

10

25

18

27

31

17

1

47

60

6

26

U

22

46

0

43

8

14

16

15

25

72

9

29

76

15

10

53

10

号年

一

二

三

四

五

六元二三四元二三元二三四〃元二三四五六七元〃二元二三四五六七元二三四五元二三四五六七八九十十十十十十十武宝雲銅亀老亀平

"

"

"

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ク

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ク

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

文

大

慶

和

霊

養

神

天

巻

一

二

三

四

五

六

七

八

九

諭

一

く

{

咽

誼

年 号 人数

天 長 十 73

承 和 元 33

〃 二 49

〃 三 42

〃 四 6

〃 五 42

〃 六 44

〃 七 34

〃 八 49

〃 九 42

〃 十 17

ク 十 一 49

〃 十 二 42

//十 三 48

〃 十 四 43

〃 十五 43

(嘉 祥 元)

嘉 祥 二 63

〃 三 39

 

表

二

、

『
続
後

紀

』

記

載

男

性

叙

位

者

数

りよに件条同と一
計

表

集

※

※
男
性
と
思
わ
れ
る
人
物

の
五
位
以

上
の
叙
位
に

つ
い
て
の
も

の
。

(延

べ
人
数

)

一24一



二
、
叙
位
欠
落

一
覧

こ

こ

か

ら
暫

く

の
問

、

に

挙

げ

る
事

と

す

る

。

凡
例

調
査
し
た
叙
位

の
欠
落
に
つ
い
て
具
体
的

・

『続
紀
』
編
年
の
範
囲
内
で
叙
位
記
事
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
男
性

を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

・

『続
紀
』
叙
位
記
事
の
特
徴
に
従

い
、
欠
落
し
た
と
思
わ
れ
る
叙

位
後

の
位
階
が
外
従
五
位

下
以
上

の
者
を
表
に
挙
げ
る
事
と
す

る
。

・
時
間
的
前
後
関
係
に
お

い
て
、
前
者
が
後
者
よ
り
高
位
の
場
合
は

欠
落
と

し
な
い
。

・
叙
位
記
事
欠
落
が
想
定
さ
れ
る
期
間
の
時
間
的
間
隔
は
、
欠
落
か

　
ら

　

誤
記
か

の
判
断
基
準
に
含
め
な

い
。

・
一
覧
中

の
年
月
日
は
、
国
史
大
系
本
校
訂
者
が
註
記
し
た
日
数
に

よ
る
も

の
と
す
る
。

・
一
覧
中

(

)
内
は
、
『続
紀
』
以
外
の
史
料
に
よ
る
も
の
で
、

一
覧
末

の
補
説
に
詳
細
を
挙
げ
る
事
と
す
る
。

そ
の
他
、
個
々
、
或

い
は
複
数
の
欠
落

に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る

べ
き
事
柄
は
、

一
覧
末
の
補
説
に

一
括
し
て
挙
げ
る
事
と
し
た
。
叙

位
欠
落

の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も

の
は
全
て
挙
げ
る
事
と

し
、
諸
本
間
で
校
異
の
あ
る
も
の
、
或

い
は

『続
紀
』
に
見
え
る

一

覧
に
記
し
た
記
事
以
外
の
記
事
や
他
の
史
料
と
の
比
較
に
よ
り
誤
記

の
疑

い
の
あ
る
も
の
は
全
て
補
説
に
記
し
た

つ
も
り
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
著
者
の
未
熟
さ
故
、

一
覧
以
外

に
も
叙
位
の
欠
落
が
考
え

ら
れ
る
も

の
、
補
説
に
記
し
た
以
外
に
も

一
覧
に
挙
げ
た
中
に
誤
記

の
可
能
性
が
高
い
も
の
が
存
在
す
る
事
も
考
え
ら
れ
る
。
諸
賢
の
御

批
判
、
御
叱
責
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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『続紀』叙位記事欠落想定者一覧

No 該 当 者 名 叙位記事欠落直前記事 叙位記事欠落直後記事 直前位階→欠落後位階
補
説

1 下毛野朝臣古麻呂1 文 武 四 ・六 ・ 一七 大宝 元 ・四 ・七 直広参一従四位下 1

2 波多朝臣牟後閑 文 武 四 ・一一〇 ・一 五 大 宝 元 ・六 ・一一 直広参→正五位上

3 石川朝臣小老 文武 二 ・七 ・二 五 大 宝 二 ・ … ・・一 七 直広騨→従五位上 2

4 中臣朝臣意美麻呂1 文武 三 ・ 一一二・二 〇 大 宝 二 ・三 ・ 一一一・ 直大騨一正五位下

5 小野朝臣毛野1 文 武 四 ・一一〇 ・一 五 大 宝 二 ・五 ・ ニー 直広参→従四位 ド

6 粟田朝臣真人 大宝元 ・正 ㌧二三 大 宝 二 ・五 ・ニ… 直大弐→正四位 ド 3

7 高橋朝臣笠間1 大宝 元 ・正 ・二三 大 宝 一二 ・八 ・四 直広参→正五位上

8 大 石}:1 文武 三 ・… ○ ・二 〇 大 宝 三 ・七 ・五 浄広騨一従五位上

9 ヒ毛野朝臣小足1 文 武 四 ・一一一〇 ・一・五 大宝 三 ・七 ・hl 直広参→正五位上

10 猪名真人大村1 大宝 三 ・一 〇 ・九 ?一 従五位下 4

11 新田部親 王1 文 武 四 ・正 ・七 慶 雲 元 ・正 ・ 一一 一一 浄広弐→三品

12 藤原朝臣不比等 大 宝 元 ・八 ・三 慶 雲 元 ・正 ・ 一 一 正三位→従 二位 5

13 引田朝臣宿奈麻呂1 大 宝 二 ・一一一二 ・二 三 慶 雲 元 ・ … ・ 一四 従五位上→従四位r

14 石h朝 臣麻呂 大 宝 三 ・閏 四 ・朔 慶 雲 元 ・正 ・七 正一三位→ 従二位

15 波多朝臣広足 大 宝 三 ・九 ・二 二 慶 雲 元 ・八 ・ 三 従五位下→従五位上

16 大伴宿祢手拍1 文 武 二 ・一 一 ・二 三 慶 雲 二 ・五 ・八 直広騨一正五位下

17 紀朝臣麻呂 大宝 元 ・三 ・ニ ー 慶 雲 二 ・七 ・ 一九 従三位→[E三 位 6

18 中臣朝臣意美麻呂H 大 宝 二 ・三 ・一 … 慶雲二 ・四 ㌧ 二二 正五位上→従四位上

19 高向朝臣麻呂1 大宝 二 ・五 ・ニ ー 慶 雲 二・四 ・一ニー二 従四位 上→ 正四位 ド 7

20 美努王 大 宝 一二・正 ・ 一一七 慶 雲 一ン 八 ・一一一一一 正五位 下→従四位 下

21 小野朝臣毛野II 大 宝 一二 ・五 ・一ニ ー 慶 雲 一 二 ・ 一一一一 ・ ・ 三 従四位下→正四位L 8
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22 石川朝臣宮麻呂1 大 宝 三 ・一一〇 ・九 慶 雲 二 ・ 一 一・二 八 正五位下→従四位下

23 引田朝臣宿奈麻呂II 慶 雲 元 ・一… ・… 四 慶 雲 二 ・四 ・二 二 従四位下→従四位上

24 猪名真人大村II 大 宝 三 ・… ○ ・九 慶 雲 三 ・閏正 ・五 従五位下→従五位上 9

25 許勢朝臣祖父 大宝元 ・正 ・二三 慶 雲 四 ・三 ・二 務大蜂→従五位下 10

26 犬上王 大 宝 二 ・一 二 ・二 三 慶 雲 四 ・六 ・一六 従四位上→正四位下

27 佐伯宿祢百足 大 宝 二 ・一 二 ・二 三 慶 雲 四 ・六 ・… 六 従五位下→従五位上

28 民忌寸比良夫 大 宝 二 ・… 二 ・二三 慶 雲 四 ・一〇 ・三 従五位下→正五位下

29 多治比真人水守 大 宝 三 ・七 ・五 慶 雲 四 ・五 ・八 従五位下→正五位下

30 土師宿祢馬手 大宝 三 ・… ○ ・九 慶 雲 四 ・… ○ ・三 正五位下→正五位上

噸1

9白

90り0り03

采女朝臣枚夫

石上朝臣豊庭

多治比真人三宅麻呂1

慶 雲 元 ・正 ・七 慶 雲 四 ・一一〇 ・三 従五位下→従五位上

34 新田部親王H 慶 雲 元 ・正 ・一一… 慶 雲 四 ・ 一〇 ・三
一一』ロ ー'口
ニ ロロ→_ロ ロ 11

35 衣縫王 文 武 三 ・一〇 ・二 〇 慶 雲 四 ・一 一 ・二 四 浄広騨一従四位下

36 百済王遠宝 文 武 四 ・…・○ ・一 五 和 銅 元 ・三 ・一 三 直広参→正五位上 12

37 佐伯宿祢麻呂 文 武 四 ・ 一〇 ・ 一九 和 銅 元 ・三 ・… 三 直広蜂→正五位上

38 大宅朝臣金弓 大 宝 元 ・七 ・ニ ー 和 銅 元 ・三 ・一 三 従五位 ド→正五位 下

39 引田朝臣圷閑 大 宝 元 ・一一一 ・八 和 銅 元 ・三 ・一 三 従五位下→従五位上

40 布施臣耳麻呂 大 宝 二 ・正 ・… 七 和 銅 元 ・三 ・一 三 正五位上一従四位下 13

41 下毛野朝臣古麻呂H 大 宝 三 ・三 ・七 和 銅 元 ・三 ・… 一三 従四位下→従四位上 14

42 大伴宿祢男人 大 宝 三 ・六 ・五 和 銅 元 ・三 ・… 三 従五位下→従五位上

43 大石王II 大 宝 三 ・七 ・五 和 銅 元 ・三 ・一 三 従五位上→正五位下

44 上毛野朝臣男足H 大 宝 三 ・七 ・五 和 銅 元 ・三 ・ 一三 正五位上→従四位下

45 広瀬王 大 宝 三 ・一〇 ・九 和 銅 元 ・三 ・一 三 従四位下→従四位上
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O4444
だ0

大伴宿祢道足

田口朝臣益人1

巨勢朝臣久須比

大神朝臣狛麻呂

佐伯宿祢垂麻呂

慶 雲 元 ・IE・ ヒ 和 銅 元 ・一三 ・ 一一{ 従五位下→従五位上

51 忌部宿祢子首 慶 雲 元 ・ 一 一 八 和 銅 元 ・ 三・ 一・三 従 五位上→止五位下

52 高向朝臣麻呂H 慶 雲 二 ・四 ・ニ ー= 和 銅 元 ・正 ・一 ・ 正 四位 ド→ 正四位 上 15

53 巨勢朝臣麻呂 慶 雲 二 ・四 ・二 二 和 銅 元 ・ 一三 ・ 一.一三 従四位下→従四位 ヒ

54 大伴宿祢手拍H 慶 雲 二・五 ・八 和 銅 元 ・一=三・一一一一三 正五位 下→ 正五位r

55 当麻真人桜井 慶雲 ひ 九 ・ ℃ 和 銅 元 ・一三 ・ 一・ 三 従 五位k→ 正五位下

56 大伴宿祢安麻呂 慶 雲 二 ・ 一一 ・一二八 和 銅 元 ・三 ・ 一三 従三位→正三位 16

57 笠朝臣麻呂 慶 雲 三 ・七 ・二〇 和 銅 元 ・ 一一三・ ・一三 従五位下→従五位 ヒ

58 大神朝臣安麻呂 慶 雲 四 ・ノい 一二 和 銅 元 ・九 ・四 正五位下→正五位上

59 佐伯宿祢石湯 大 宝 二 ・ ・ 一・ 一ニー二 和 銅 一二 ・三 ・五 従五位r→ 正五位下 17

60 長屋王 慶 雲 元 ・i]・ 七 和 銅 二 ・一… 二 正四位一ヒ→従三位 18

61 阿倍朝臣広庭1 慶 雲 元 ・ヒ ・ 二二 和 銅 二 ・… 一・ 二 従 五位L→LE五 位下

62 高橋朝臣笠間H 大宝 三・ 一〇 ・九 和 銅 一三 ・il三・ 一 iE五位L→ 従四位r

63 黄文連大伴 大 宝 三 ・ 七 ・f1_ 禾口釜同 三 ・ 一一〇 ・一一匹1 IE五位 ド→正六位 上 19

64 佐太忌寸老 慶 雲 元 ・正 ・七 和 銅 三 ・四 ・ 二1三 従五位下→従五位上

65 路真人大人 大 宝 三 ・ 一二 ・一一三 和 銅 四 ・四 ・七 正 五位F→ 正 五位上

66 太朝臣安麻呂 慶 雲 元 ・正 ・七 和 銅 四 ・四 ・七 従五位 ド→ 正 五位下

67 曾祢連足人 慶 雲 元 ・1E・ 七 和銅 四 ・四 ・七 従五位下→従五位L

68 阿倍朝臣首名 慶 雲 三 ・ 二・ 一四 和銅 四 ・四 ・七 従 五位 ドーう従五位 上

69 石川朝臣宮麻呂H 和 銅 元 ・三 ・ ・三 和 銅 四 ・四 ・七 従 四位 下一夢従四位L

70 多治比真人三宅麻呂H 和 銅 二・ こ ・=一 三 和 銅 四 ・四 ・七 従五位 ヒ→ 正五位下

一28一



71 穂積朝臣山守 慶 雲 元 ・ｺ1・ 七 和 銅 五 ・正 ・ ・九 従五位下→従五位上

72 多治比真人池守 和 銅 元 ・九 ・一三〇 和 銅 六 ・四 ・二 三 従四位下→従四位上 20

73 藤原朝臣武智麻呂 和 銅 四 ・四 ・七 和 銅 六 ・正 ・二 三 従五位上→正五位上 21

74 船連甚勝 和 銅 二 ・三 ・二 三 和 銅 七 ・IE・ 五 従五位下→従五位上

75 百済王良虞 大宝 三 ・八 ・ 二 霊 亀 元 ・iE・ 一一〇 従五位上→正五位下

76 田口朝臣益人H 和 銅 二 ・ ・ 一・ 二 霊 亀 元 ・四 ・二 五 従五位上→正五位下

77 坂合部宿祢大分 大宝 元 ・i1:・ ∵三 養 老 二 ・一党 二・一一▲五 直広騨→従五位上

78 藤原朝臣馬養 霊 亀 一二・八 ・ 二六 養 老 三 ・正 ・ ・三 従五位下→正五位下 22

79 大伴宿祢山守 霊亀 一一ン 九 ・四 養老 三 ・正 ・… 三 従五位下→正五位下

80 上毛野朝臣広人 養 老 四 ・IE・ ・ 一 養 老LJLI.九 ・二 八 正五位下→正五位上 23

81 吉宜 和 銅 七 ・IIこ ・rll 養 老 五 ・正 ・二七 従五位下→従五位上

82 日下部宿祢老 霊 亀 元 ・四 ・Ii 養 老 五 ・正 ・二 三 従五位上→正五位上

83 阿倍朝臣広庭H 養 老 ン 正 ・五 養 老 五 ・六 ・二六 従四位上→正四位下 24

84 息長王 大宝 一{・ ・○ ・九 養 老七 ・止 ・ 一一〇 従四位上→正四位下

85 小野朝臣牛養 霊 亀 二・正 ・五 神 亀 元 ・五 ・二四 従五位下→従五位上

86 県犬養宿祢筑紫 養 老 一三・正 ・ ∵{ 神 亀 元 ・四 ・ 一八 正五位上→従四位下

87 大宅朝臣大国 養 老 四 ・ 一〇 ・九 神 亀 元 ・二 ・二 二 従五位下→従五位上

88 阿倍朝臣駿河 養 老 五 ・四 ・九 神 亀 元 ・一二・二 二 従五位上→正五位下

89 阿倍朝 臣広庭IH 養 老 七 ・IE・ ・0 神 亀 元 ・七 ・一 三 正四位上→従三位 25

90 多治比真人広足 養 老 元 ・八 ・七 神 亀 三 ・正 ・七 従五位下→従五位上 26

91 佐伯宿祢人足 天 平 三・正 ・ 二七 天 平 三 ・六 ・ 一・三 外従五位下→従五位下 27

92 佐伯宿祢常人 天 平 … ・正 ・ ・ 三 天 平 一・二 ・九 ・ ナ1二 従五位下→従五位上 28

93 坂上伊美吉犬養 天 平 一 ・三 ・二 三 天 平 一・四 ・二 ・朔 従五位下→従五位上
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94 背奈公福信 天平 ヒ ・五
一

天 平 一五 ・五 ・fi_ 従五位下→従五位上 29

95 多治比真人国人 天 平 一一〇 ・閏 七 ・七 天 平 ・八 ・四 ・ 二二 従五位 ド→従五位上

96 藤原朝臣清河 天平勝宝.ン 九 ・二四 天'F勝 宝 四 ・閏 三 ・九 従四位 ド→従四位 上 30

97 鴨朝臣虫麻呂 天平勝宝 元 ・七 ・二 天 平勝宝 八 ・五 ・二二 従五位 ド→従五位 ヒ 31

98 大倭忌寸東人 天'r_.字 元 ・五 ・.一二〇 ?→ 従 五位下 32

99 粟田朝臣奈勢麻呂 (天 平勝 宝 一ヒ・三 ・九) 天平 宝 字 元 ・11二・ 二〇 従五位 ド→従五位上 33

100 池原公禾守 (天平勝宝 九 ・六 ・三) (天 平宝 字五 ・1E・ 二五) 従六位上→外従五位下 34

101 高丘連比枝麻呂 (天 平宝 字四 ・四 ・…・五) 天'i{一宝 字 互 ・ 【E・ ・六 Il三六位 ド→外従五位 ド 35

102 阿倍朝臣嶋麻呂 天 平 宝 字 五 ・正 ・ 二 天 平宝 字 亙 ・ 三・…○ 丁走[7qf、玩ヒ→1E【1qf立 下』 36

103 口置造蓑麻呂 (天 ・F勝宝 七 ・正 ・ 一〇) 天 平宝 字 六 ・IE・ 九 従八位 ヒ→外従五位下 37

104 難波連奈良 天 平宝 字 二・七 ・四 天 平宝 字 八 ・ 一・一・ 一・0 夕下彷三{LI立ド→ 子走 万イ立 ド

105 藤原朝臣浜足 天 平宝 字 七 ・四 ・ 一四 天 平宝 字 八 ・九 ・ 二〇 従五位 ド→従五位 ヒ 38

106 田中朝臣多太麻呂 天 平宝 字 八 ・四 ・ 一一・ 天 平宝 字 八 ・九 ・ 一: 従五位上→正 五位 ド

107 日下部宿祢古麻呂 天'}ろ 宝 字 八 ・九 ●"4 天 平宝 字 八 ・一一一・・圧 従匹i位ド→従四位上 39

108 佐伯宿祢伊太智 天 平宝字 八 ・ ・○ ・七 天 平 神 護i元 ・正 ・七 従 五位L→ 従四位 下

109 息長丹生真人大国 天 平宝字八 ・一一〇 ・二三 (天 平神護元 ・八 ・ ・六) 外従五位 ド→従五位 下 40

110 藤原朝臣永手 天 平神護i元 ・正 ・七 天 平 神護i元 ・九 ・一二四 正三位→従 二位 41

111 吉備朝臣真備 天 平神 護 元 ・IE・ 七 天 平神護i元 ・九 ・二 四 従 三位一正 三位 42

112 藤原朝臣縄麻呂 天 平神 護i元 ・正 ・七 天 平神護 元 ・ ・○ ・ ∵一三 従四位下→1E四 位下 43

113 藤原朝臣雄田麻呂1 天 平 宝 字 七 ・四 ・ 一四 天平 神護:・ 九 ・:三 従 五位 ド→ 正五位 下 44

114 海一L真人浄水 天ri宝 字 八 ・ 一〇 ・七 天平 神護 二 ・ 三・一二六 従瓦位下→従五位上

115 石L朝 臣宅嗣 天 平 神 護i元 ・ 二・八 天 平宇申言隻江二 ・」IE・ノt 従四位下→従四位上

116 藤原朝臣田麻呂1 天平神護 元 ・二 ・圧 天 平神 護 一二・七 ・ 一二二 正五位 ヒ→従 四位下 45
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117 弓削御浄朝臣浄人 天平神 護元 ・二 ・二 天 平神護 二 ・一 〇 ・二 〇 従四位上→従三位

118 戸浄山 天平勝宝 元 ・閏五 ・一…・神護景雲元 ・八 ・二九 大初位上→外従五位下

119 賀茂朝臣塩管 天 平宝 字 五 ・正 ・… 七 神 護 景 雲 二 ・二 ・… 八 従五位下→従五位上

120 佐伯宿祢助 天平神護二 ・三 ・二六 神 護 景 雲 二 ・一 一・・一 三 従五位下→従五位上

121 藤原朝臣雄田麻呂H 神護 景雲 二 ・三 ・朔 神 護 景 雲 二 ・一一〇 ・八 正五位下→正五位上

122 藤原朝臣家依 天平 神護元 ・一・一 ・二 三 神護景雲 三 ・二 ・三 従五位下→従五位上 46

123 大伴宿祢駿河麻呂 天 平一 八 ・九 ・一 四 宝 亀 元 ・五 ・九 従五位下→従五位上

124 巨勢朝臣公成 神 護 景 雲 二 ・二 ・一八 宝 亀 元 ・… ○ ・二 三 従五位下→従五位上 47

125 阿倍朝臣清成 宝 亀 元 ・一一〇 ・ニ ー三 宝 亀 三 ・四 ・二 〇 正五位下一正五位上

126 粟田朝臣鷹守 宝 亀 一二 ・ ・ 一・ 二 六 宝 亀 三 ・四 ・二〇 従五位上→正五位下

127 依智王 宝 亀 二 ・七 ・一二三 宝 亀 四 ・正 ・七 従五位下→従五位上

128 石川朝臣在麻呂 宝 亀 五 ・三 ・丘 宝 亀 六 ・九 ・一一 三 従五位下→従五位上

129 矢集宿祢大唐 天 平 宝 字八 ・ 一〇 ・七 宝 亀 七 ・三 ・六 外従五位下→従五位下

130 紀朝臣諸人 和 銅 二 ・八 ・二五 宝 亀 一一〇 ・…○ ・一三 従五位下→従五位上

131 大伴宿祢伯麻呂 天応 元 ・五 ・一 七 延 暦 元 ・ 二 ・三 正四位上→従三位 48

132 文室真人波多麻呂 天 平 宝字 三 ・一一一 一・五 延 暦 二 ・六 ・ニー 従五位下→従五位上

133 藤原朝臣田麻呂H 延 暦 元 ・六 ・二 一 延 暦 二 ・三 ・ 一九 正三位→従二位 49

134 巨勢朝臣苗麻呂 延 暦 四 ・正 ・一一五 延 暦 五 ・八 ・八 正五位上→従四位下
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尚
、
『
続
紀
』
初
出
の
時
点

で
既
に
五
位
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上
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位
階
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い
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は
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十
三
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、
あ
る
時
期
を
最
後
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『続
紀
』
に
見
え
な
く

な
る
者
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一
五
〇
〇
名
以
上
に
の
ぼ
る
。
特
に
前
者
は
五
位
以
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へ

叙
位
さ
れ
た
事
が

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
た
可
能
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が
高
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が
、
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の
初
出
の
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人
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、
文
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・
大
宝
二
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雲
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・
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銅
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〇
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霊
亀
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養
老
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神
亀
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・
天
平
六

・
天
平

勝
宝

一

・
天
平
宝
字

四

・
天
平
神
護

一
・
神
護
景
雲
七

・
宝
亀

一

三

・
天
応

○

・
延
暦
七
、
で
あ
る
。

一
覧
に
挙
げ
た
傾
向
と
そ
れ
程

変
わ
ら
な

い
。
宝
亀
年
間
に

、
三
人
見
え
る
の
も
、
欠
落
し
て
い
る

叙
位
は
や
や
遡
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
述
の
天
平
神
護
年
問
前
後
の

叙
位
の
欠
落
と
同
じ
時
期
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他

、
叙
位
の
欠
落
の
範
囲
が

『書
紀
』
『続
紀
』
に
跨
が

っ

て
考
え
ら
れ
る
も
の
も
三
十
四
例
見
ら
れ
る
が
、
『続
紀
』
『日
本
後

紀
』
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下

『
後
紀
』
と
す
る
)
に
跨
が
る
例
を
見
出
だ
す
事
が

『後
紀
』

及
び

『類
聚
国
史
』
(以
下

『類
史
』
と
す
る
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叙
位
の
欠

損

の
た
め
に
難
し
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上
、
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紀
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た
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記
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載

の
性
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は
な
く
な
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た
め
、
別
稿
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検
討
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事
と
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る
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補
説

1
、
叙
位

の
欠
落
が
想
定
さ
れ
る
期
間
に
大
宝
元
年

(七
〇

一
)
三

月
、
一
一
日

(甲
午
条
)
が
含
ま
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
『続

紀
』
当
該
条
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お
い
て
叙
位
さ
れ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
六
名

以
外
に
も
同
時
に
叙
位
さ
れ
た
者
が
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

2
、

.
覧
中
の
い
ず
れ
の
記
事
に
お

い
て
も
小
老
は
美
濃
守

(頭
)

で
あ
り
、
こ
の
間

一
貫
し
て
在
職
し
て

い
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。

美
濃
国
は
文
武
即
位
に
伴
う
大
嘗
祭
に
主
基
国
と
し
て
供
奉
し

て
い
る
が
、
由
機

・
須
機
国
と
な

っ
た
国
の
国
司
等
は
、
『続

紀
』
で
は
和
銅

・
神
亀
を
除
く
い
ず
れ

に
お
い
て
も
由
機

・
須

機
国
と
な

っ
た
事
に
よ

っ
て
叙
位
さ
れ
た
事
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
小
老
に
つ
い
て
も
同
様
な
理
由
で
叙
位
さ
れ
た
も
の
が
欠

落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。

一
方
、
悠
紀
国
で
あ

っ
た

尾
張
国
司
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

3
、
大
宝
元
年
正
月
廿
三
日
条
の
遣
唐
使
任
命
記
事
に
登
場
す
る
粟

田
真
人

∴
口同
橋
笠
間

・
坂
合
部
大
分

・
許
勢
祖
父
等
は
い
ず
れ

も
こ
の
後
叙
位
の
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
。
鴨
吉
備
麻
呂
以
下
の

五
名
に
つ
い
て
は
、
六
位
以
下
で
あ
る
た
め

『続
紀
』
に
叙
位
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記
事

が
見
え
な
い
の
は
止
む
を
得
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
が

遣
唐
使
任
命
に
伴

っ
て
揃

っ
て
叙
位
さ
れ
た
も
の
が
、
『続
紀
』

か
ら
欠
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
ぢ

ノ

加
藤
順

一
氏
は
、
祖
父
以
外
の
三
者
は
補
説
1
に
関
連
し
て
の

叙
位

で
あ
ろ
う
と
し
、
祖
父
に
つ
い
て
は
副
使
坂
合
部
大
分
が

高
橋
笠
間
の
後
を
受
け
て
大
使
に
昇
格
し
た
事

に
よ
り
、
祖
父

が
副
使
に
昇
格
し
た
事
に
伴
う
叙
位
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

ワゴ

　

4
、
威
奈
真
人
大
村
骨
蔵
器
銘
に
よ
る
と
、
藤
原
聖
朝

(文
武
)
に

少
納
言
に
任
命
さ
れ
、
大
宝
令
施
行
以
前
に
直
広
騨
を
授
け
ら

れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

5
、
『公
卿
補
任
』
(以
下

『補
任
』
と
す
る
)
に
よ
る
と
、
従
二
位

へ
の
叙
位
は
慶
雲
元
年

(七
〇
四
)
正
月
七
日
。
石
上
麻
呂
も

右
大
臣
任
官
の
日
で
も
あ
る
こ
の
日
に
従
二
位

へ
叙
位
さ
れ
た

と
あ

る
。
『補
任
』
に
お
け
る
両
者

の
大
宝
令
施
行
以
後
の
経

歴
に
関
す
る
記
述
は
、
日
付
等
に
数
箇
所

『続
紀
』
と
喰
違
う

部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
概
略
は

『続
紀
』
の
記
述
と

一
致

し
て

い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
不
比
等
と
麻
呂
が
同
時
に
叙
位

や
任
官
を
受
け
る
事
も

一
致
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
両
者
は
少

な
く
と
も
慶
雲
元
年
正
月
七
日
か
ら
は
そ
う
か
け
離
れ
て
い
な

い
時
期
に
従
二
位

へ
叙
位
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
又

『続
紀
』

同
日
条
に
は
叙
位
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
正
四
位
上
に
叙
位

さ
れ
る
長
屋
王
以
下
の
叙
位
が
記
さ
れ
る
事
も
考
え
合
わ
せ
る

と
、
『補
任
』

の
記
述
は
正
し
く
、
同
日
条
の
叙
位
記
事
か
ら

三
位
以
上
の
叙
位
記
事
が
欠
落
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

6
、
宝
亀
十

一
年

(七
八
〇
)
三
月
廿
二
日
条
、
延
暦
三
年

(七
八

四
)
四
月
十
九
日
条
は

い
ず
れ
も
正

三
位
と
し
、
『懐
風
藻
』

に
も
正
三
位
と
し
て

一
首
収
め
る
が
、
『補
任
』
は

一
貫
し
て

従
三
位
と
す
る
。

7
、
『補
任
』
は
慶
雲
二
年

(七
〇
五
)
四
月
廿
日
の
中
納

三口任
官

と
同
日
に
正
四
位
下
へ
叙
位
さ
れ
た
と
す
る
。
『続
紀
』
で
の

中
納
言
任
官
記
事
は

.
覧
中
後
者
に
あ
た
る
。
『補
任
』
は
同

日
叙
位
と
し
て
下
毛
野
古
麻
呂
の
従

四
位
上

へ
の
叙
位
を
挙
げ

る
が
、
こ
れ
も

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
て
い
る
。

8
、
『補
任
』
は
慶
雲
二
年
十

一
月

一
日
の
中
務
卿
任
官
と
同
時
に

正
四
位
上

へ
叙
位
さ
れ
た
と
す
る
。
『
続
紀
』
で
の
中
務
卿
任

官
記
事
は

一
覧
中
後
者
に
あ
た
る
。
『
補
任
』
の
毛
野
の
経
歴

に
関
す
る
記
述
は
、
前
に
挙
げ
た
記
事
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

『続
紀
』
と
は
日
付
等
が
若
干
異
な
る
箇
所
も
あ
る
が
概
略
は

一
致
し
て
い
る
。
従

っ
て
正
四
位
上

へ
の
叙
位
も
、
慶
雲
二
年
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十

一
月
の
中
務
卿
任
官
か
ら
遠
か
ら
ざ
る
時
期
に
な
さ
れ
た
と

見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

9
、
威
奈

真
人
大
村
骨
蔵
器
銘
に
よ
る
と
、
「
(大
宝
)
四
年
正
月
、

進
爵

従
五
位
上
」
と
あ
る
。
又
、

一
覧
中
後
者
以
降

『続
紀
』

に
大

村
は
見
え
な

い
が
、
同
骨
蔵
器
銘
に
は

「
(慶
雲
)
四
年

二
月
、
進
爵
正
五
位
下
」
(
い
ず
れ
も
前
後
略
)
と
あ
る
。
因

み
に

『続
紀
』
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
二
月
廿
五
[
条
に
は
人

数
の
み
を
記
し
た
成
選
叙
位
記
事
が
見
え
、
こ
の
中
に
含
ま
れ

る
事
も
考
え
ら
れ
る
。

10
、
欠
落

が
想
定
さ
れ
る
期
間
中
に
慶
雲
四
年
二
月
廿
五
日

(甲
午

条
)
が
含
ま
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
『続
紀
』
同
日
条
で
叙

位
さ
れ
た
、
名

の
見
え
な

い

]
一
〇
名
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。

11
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本

『続
日
本
紀
』
(以
下
、
岩
波
本
と

す
る
)
注
は
、
前
述
の
慶
雲
四
年
二
月
に
成
選
叙
位
さ
れ
た

一

　

　

ド

一
〇
名
に
新
田
部
親
王
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
不

詳
で
あ
る
が
可
能
性
は
存
す
る
。

12
、
和
銅
元
年

(七
〇
八
)
正
月
十

一
日
条
の
叙
位
記
事
は
、
親
王

へ
の
叙
品
、
諸
臣
三
位
以
上

へ
の
叙
位
の
後
、
直
ち
に
諸
臣
従

五
位

下

へ
の
叙
位
が
記
さ
れ
て
お
り
、
岩
波
本
補
注
に
も
あ
る

13

、

14

、

様
に
諸
王
五
位
以
上
と
諸
臣
正
四
位
上
～
従
五
位
ヒ

へ
の
叙
位

が
欠
落
し
て
い
る
可
能
性
が
十
分
考
え

ら
れ
る
。
同
補
注
は
慶

雲
四
年
二
月
廿
五
日
条
も
し
く
は
和
銅

元
年
正
月
十

]
口
条
か

ら
叙
位
が
欠
落
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
者
を
数
名
挙
げ
て
い

る
が
、
前
述
の
補
説
11
と
同
じ
く
、

一
覧
中
に
お
い
て
欠
落
が

想
定
さ
れ
る
期
間
に
和
銅
元
年
正
月
卜

、
日
が
含
ま
れ
る
も
の

は
、
全
て
こ
の
時
に
欠
落
し
た
可
能
性
が
存
す
る
。

一
覧
中
前
者

の
位
階
を
高
松
宮
本
は
正
五
位
下
と
す
る
。
恐
ら

く
は
金
沢
文
庫
本
等
に
従
う

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
従
四
位
下
へ
の
叙
位
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
事
に
変
わ
り
は
な

い
。

一
覧
中
前
後
者
に
記
さ
れ
る
古
麻
呂
の
本
位
は

.
覧
の
通
り
で

あ
る
が
、
そ
の
間
慶
雲
二
年
四
月
廿
二
日
条
は
従
四
位
上
、
同

四
年

(七
〇
七
)
三
月
廿
二
日
条
は
従
四
位
下
、
同
年
十
月
三

日
条
は
正
四
位
ド
と
記
述
に
変
化
が
見

ら
れ
る
。
『補
任
』
は

慶
雲
二
年
四
月
廿
日
に
従
四
位
上

へ
叙
位
さ
れ
た
と
し
て
い
る

事
は
前
述
し
た
が
、
『補
任
』
に
お
け

る
こ
れ
以
外
の
古
麻
呂

に
関
す
る
記
述
は
、
概
略
は

『続
紀
』

の
記
述
と

一
致
し
て
お

り
、
従

っ
て
従
四
位
L

へ
の
叙
位
も
慶
雲
二
年
四
月
頃
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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15

、

16

、

17

、

18

、

19

、

『補
任
』
に
は
麻
呂
が
正
四
位
上
を
経
て
従
三
位

へ
昇
叙
し
た

と
す

る
記
述
は
見
え
な
い
。

『補

任
』
は
和
銅
元
年
三
月
十
二
日
に
正
三
位

へ
叙
位
と
す
る
。

『
補
任
』
の
安
麻
呂
に
関
す
る
記
述
は
、
概
略
で
は

『続
紀
』

と

一
致
し
て
お
り
、
実
際
の
正
三
位

へ
の
叙
位
も
和
銅
元
年
三

月
以
前
の
遠
か
ら
ざ
る
時
期
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

『類

史
』
は
従
五
位
下
と
す
る
。
『続
紀
』
写
本
間
に
校
異
は
な

い
事
か
ら
従
五
位
上
と
考
え
る
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず

れ
に
せ
よ
正
五
位
下

へ
の
叙
位
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
事
に
変
わ

り
は
な

い
。

『補
任
』
は
和
銅
二
年

(七
〇
九
)
十

一
月

一
日
に
従
三
位

へ

叙
位

さ
れ
た
と
す
る
。
『補
任
』
の
長
屋
王
に
関
す
る
官
職
経

歴
の
記
述
は
、
概
略
に
お
い
て
は

『続
紀
』
と

]
致
し
て
お
り
、

『補

任
』
が
示
す
和
銅
二
年
十

一
月
頃
に
従
三
位

へ
叙
位
さ
れ

た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

生
前

の
大
伴
に
関
す
る
記
事
で
位
階
を
記
し
た
も
の
は

一
覧
に

挙
げ

た
二
例

の
み
で
あ
る
が
、
『続
紀
』
前
半

に
お
け
る
国
司

　
　

　

任
官
記
事
の
特
徴
か
ら
、
一
覧
中
前
者
の
位
階
の
方
が
正
し
く
、

後
者
は
大
系
本
が
改
め
る
如
く
正
五
位
上
の
誤
記
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

20

、

21

、

22

、

『補
任
』
和
銅
七
年

(七

]
四
)
条
尻
付
に
は
、
従
四
位
下
か

ら
従
四
位
上
を
経
て
正
四
位
下
へ
昇
叙

し
た
と
あ
る
。
『補
任
』

の
そ
の
他
の
池
守
に
関
す
る
記
事
は
、
月
日
に

『続
紀
』
の
記

述
と
は
異
な
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
も

の
の
、
官
職
の
経
歴
の
順

序
は

一
致
し
て
お
り
、
池
守
は
実
際
に
も
従
四
位
下
か
ら
従
四

位
上

へ
叙
位
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
叙
位

が
欠
落
し
て
い
る
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『補
任
』
『家
伝
』
下
巻
共
に
正
五
位
上
を
経
て
従
四
位
下
へ
昇

ロ

　

叙
し
た
と
は
見
え
な
い
。
岩
波
本
注
に
も
あ
る
様
に
、
直
ち
に

欠
落
と
は
判
断
し
難

い
。

『補
任
』
に
は
正
五
位
下
を
経

て
正
五
位
上
に
昇
叙
し
た
と
は

　
ね

　

見
え
な

い
。
野
村
忠
夫
氏
は
表
中
後
者

の
叙
位
に
よ

っ
て
三
階

進
め
ら
れ
た
と
す
る
が
、
野
村
氏
の
見
解
で
は
同
条
か
ら
馬
養

の
本
位
従
五
位
下
が
脱
漏
し
た
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
、
同
条
に
お
い
て
馬
養
の
前
に
記
さ
れ
る
大
伴
山
守
に
つ
い

て
も
、
従
五
位
下
か
ら
正
五
位
下

へ
の
叙
位
が
不
明
で
あ
る
。

両
者
は
霊
亀
二
年

(七

■
ハ
)
八
月
の
遣
唐
使
派
遣
か
ら
帰
国

し
た
直
後
で
あ
り
、

一
覧
中
後
者
に
お

い
て
馬
養
の
本
位
が
脱

落
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
山
守
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
言
え

　
ビ

る
で
あ
ろ
う
し
、
両
者
が
在
唐
中
に
叙
位
さ
れ
た
も
の
が

『続
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23

、

24

、

25

、

紀
』
か
ら
欠
落
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。

大
系

本
は

一
覧
中
後
者

の
広
人
の
本
位
を
正
五
位
下
と
改
め
、

ぬ

岩
波

本
校
異
補
注
に
お
い
て
も
正
五
位
下
と
す
べ
き
と
あ
る

が
、
写
本
間
で
校
異
が
見
ら
れ
な
い
上
、
他
に
欠
落
と
思
わ
れ

る
例
が
存
在
す
る
以
上
、
俄
に
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

・つ
。

『補
任
』
は
養
老
五
年

(七
二

一
)
正
月
壬
子
に
正
四
位
下

へ

叙
位
と
す
る
。

こ
の
叙
位
の
欠
落
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
存
す
る
。
第

一
に
養

老
七
年

(七
二
三
)
正
月
の
叙
位
が
、
正
四
位
上
へ
の
昇
叙
で

あ
る

に
も
拘
ら
ず

『続
紀
』
叙
位
記
事
の
通
例
に
反
し
て
諸
王

κ
位
以
上
の
叙
位
記
事
の
前
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
、
(通
常

『続
紀
』
叙
位
記
事
は
三
位
以
上
の
諸
王

・
諸
臣
↓
五
位
以
上

の
諸

王

・
諸
臣

の
順

で
男
女
別
に
記
す
)
第
二
に
神
亀
元
年

(七
二
四
)
二
月
廿
二
日
条
に
お
い
て
、
広
庭
を
除
く
公
卿
全

員
に
叙
位
益
封
が
な
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

　
お

　

て
岩
波
本
注
は
、
前
者
は
広
庭
が
公
卿
で
あ

っ
た
の
で
大
納
言

の
多
治
比
池
守
の
後
に
続
け
て
広
庭
の
叙
位
を
記
し
、
神
亀
元

年
二
月
甲
午

(廿
二
日
)
条
に
記
さ
れ
る
べ
き
広
庭
の
従
三
位

へ
の
叙
位
が
、
何
等
か
の
理
由
に
よ

っ
て
欠
落
し
た
と
す
る
。

26

、

27

、

し
か
し
、
公
卿
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
『
続
紀
』
に
お
い
て
五
位

以
上
の
諸
王
の
叙
位
記
事
よ
り
前
に
四
位
以
下
の
諸
臣

の
叙
位

が
記
さ
れ
て
い
る
例
は
管
見
に
入
ら
な

い
。
神
亀
元
年
の
そ
れ

よ
り
も
、
む
し
ろ
養
老
七
年
正
月
の
正

四
位
ヒ

へ
の
叙
位
記
事

に
疑
問
を
持

つ
べ
き
で
は
な

い
か
。

一
方
、
『補
任
』
は
神
亀

四
年

(七
二
七
)
十
月
十
五
日
の
中
納
言
任
官
と
同
時
に
従
三

位
叙
位
と
あ
り
、
『続
紀
』
と
の
間
に
喰
違

い
が
生
じ
て
い
る
。

『補
任
』
は
養
老
五
年
正
月
に
従
五
位

上

へ
叙
位
と
す
る
が
、

『補
任
』
の
広
足
に
関
す
る
記
述
は
、
参
議
任
官
の
有
無
や
造

宮
大
輔

へ
の
任
命
等
、
『続
紀
』
と
比

較
し
て
不
審
な
点
が
残

る
。

と
こ
ろ
で

一
覧
中
前
者
は
、
広
足
を
美
濃
国

へ
行
幸
の
た
め
に

遣
わ
し
行
宮
を
造
ら
せ
た
事
を
示
す
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
功

に
よ

っ
て
叙
位
さ
れ
た
も
の
が

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
覧
中
後
者
に
お
い
て
大
系
本
は

「外
」
を
補

い
外
従
五
位
下

と
す
る
が
、
延
暦
九
年

(七
九
〇
)
十
月
三
日
条
に
は
従
五
位

ド
と
あ
る
。
大
系
本
の
校
補
は
天
平
三
年

(七
三

一
)
正
月
か

ら
同
年
六
月
の
間
の
叙
位
欠
落
を
想
定

し
て
お
ら
ず
、
直
ち
に

は
従
え
な

い
。
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28

、

29

、

30

、

31

、

32

、

一
覧
中
後
者
の
本
位
を

『
日
本
紀
略
』

(以
下

『紀
略
』
と
す

る
)
は
従
五
位
下
と
す
る
。
し
か
し
写
本
間
に
校
異
は
な
く
、

同
条

に
お
い
て
常
人
の
後
に
記
さ
れ
る
阿
倍
虫
麻
呂
の
本
位
を

従
五
位
下
と
記
し
て
い
る
。
常
人
の
本
位
が
仮
に
従
五
位
下
で

あ
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
記
す
事
は
な

い
は
ず
で
あ
り
、
常
人
の
本
位

は
従

五
位
上
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
覧
中
後
者
で
は

「背
奈
王
」
と
表
記
す
る
が
、
背
奈
王
賜
姓

は
天
平
十
九
年

(七
四
七
)
六
月
で
、
本
来
な
ら
ば
背
奈
公
と

お

　

あ
る
べ
き
で
あ
る
事
が
、
熊
谷
公
男
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

『補
任

』
は
正
四
位
下
へ
は
二
階
越
え
て
の
叙
位
、

つ
ま
り
従

四
位

下
か
ら
の
叙
位
と
す
る
。
『補
任
』
の
清
河
の
経
歴
に
関

す
る
記
述
は
概
略
で
は

『続
紀
』
と

一
致
し
て
い
る
。
清
河
の

本
位
を
従
四
位
上
と
す
る
記
事
は

一
覧
中
後
者
の
み
で
あ
る
た

め
、

こ
れ
が
誤
記
で
あ
る
可
能
性
も
在
す
る
。

一
覧
中
前
者
は
、
諸
本
脱
の
中
大
系
本
が

「鴨
」
を
補
う
。
そ

の
根
拠
は
稀
薄
で
あ
る
が
、

]
応
こ
れ
に
従

っ
て
表
に
挙
げ
る

事
と
す
る
。

　り

天
平
十
七
年

(七
四
五
)
十
月
の
右
大
舎
人
寮
解
の
正
六
位
下

大
允
大
養
徳
連
東
人
と
同

一
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
以

33

、

34

、

35

、

36

、

37

、

降
に
従
五
位
下
へ
叙
位
さ
れ
た
も
の
が
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
　

　

天
平
勝
宝
七
歳

(七
五
五
)
三
月
九
日
付
越
前
国
桑
原
荘
券
に

は
従
五
位
下
と
あ
り
、
こ
れ
以
降
に
従
五
位
上

へ
叙
位
さ
れ
た

も
の
が

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『続
紀
』
に
お
い
て
は
天
平
宝
字
七
年

(七
六
三
)
正
月
九
日

へ
ゆ

　

条
が
初
出
で
、
こ
の
時
外
従
五
位
下
。
大
仏
頂
首
楊
厳
経
巻

一

に
は
天
平
勝
宝
九
歳

(七
五
七
)
六
月
三
日
付
で
従
六
位
下
、

ド
　

　

天
平
宝
字
五
年

(七
六

一
)
正
月
廿
五
日
付
奉
写

一
切
経
所
解

に
は
外
従
五
位
下
と
あ
り
、
こ
の
間
の
叙
位
が

『続
紀
』
よ
り

欠
落
し
て
い
る
。

　
ぬ

　

東
寺
写
経
所
解
に
は
天
平
宝
字
四
年

(七
六
〇
)
四
月
十
五
日

の
時
点
で
正
六
位
下
と
見
え
る
。
こ
れ
以
降
に
外
従
五
位
下
へ

叙
位
さ
れ
た
も
の
が

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

『補
任
』
は
天
平
宝
字
五
年
三
月
に
正
四
位
下

へ
叙
位
と
す
る
。

『補
任
』
嶋
麻
呂
の
項
は
同
年
の
み
で
、
そ
の
内
容
は
日
付
に

『続
紀
』
と
異
な
る
部
分
が
あ
り
、
ど
れ
程
信
頼
出
来
る
か
そ

の
判
断
が
難
し
い
。

　　

過
去
荘
厳
却
千
佛
名
経
巻
上
に
は
天
平
勝
宝
七
歳
正
月
十
日
付
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38

、

39

、

40

、

41

、

で
従
八
位
上
と
あ
り
、
こ
れ
以
降
に
外
従
五
位
下

へ
叙
位
さ
れ

た
模
様
。
そ
の
際
の
記
事
が

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
て
い
る
。

『補
任
』
は
天
平
宝
字
八
年

(七
六
四
)
九
月
甲
寅
に
従
五
位

上
、

同
日
正
五
位
下

へ
叙
位
さ
れ
た
と
す
る
。
『補
任
』
の
浜

足

(成
)
に
関
す
る
記
述
は
、
概
略
に
お
い
て
は

『続
紀
』
の

記
載
と

一
致
し
て
い
る
。

　
　

　

松
崎
英

一
氏
は
、
宝
亀
四
年

(七
七
三
)
五
月
十
七
日
条
古
麻

呂
卒
記
事
に
あ
る
本
位
従
四
位
下
を
重
視
し
、
従
四
位
上
と
あ

る
天
平
宝
字
八
年
十

一
月
五
日
条

・
天
平
神
護
元
年

(七
六
五
)

正
月
七
日
条

・
同
年
五
月
廿
日
条

・
同
二
年

(七
Lハ
六
)
二
月

廿

一
日
条

・
神
護
景
雲
元
年

(七
六
七
)
九
月
十
七
日
条
を
従

四
位

下
に
改
め
る
べ
き
と
す
る
。
し
か
し
天
平
宝
字
八
年
以
降
、

古
麻
呂

の
本
位
を
従
四
位
下
と
す
る
の
は
卒
記
事
の
み
で
あ
る

た
め
、
卒
記
事

の
誤
り
で
あ
る
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

大
和

国
十
市
郡
司
売
買
地
券
文
解
に
天
平
神
護
元
年
八
月
十
六

日
付

で
国
判
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
際
従
五
位
下
。
こ
れ
以
前

に
従

五
位
下

へ
叙
位
さ
れ
た
も

の
が
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

『補
任
』
に
は
天
平
神
護
元
年
条
に

「
正
月
、
叙
従
二
位
勲

二

等
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
続

い
て

「正
月
七
日
、
国
史
正
三
位
」

42

、

43

、

44

、

45

、

と
し
て
い
て
、
前
者
は

『続
紀
』
の
記
述
と
は
異
な
る
史
料
で

あ
る
事
を
、
執
筆
者
が
認
識
の
上
で
記

し
た
も

の
と
推
測
さ
れ

る
。
但
し

『補
任
』
の
永
手
に
関
す
る
記
述
は
、
複
数
の
箇
所

で

『続
紀
』
と
は
異
な
る
事
か
ら
、
従

二
位
叙
位

の
時
期
を
俄

に
信
じ
る
事
は
出
来
な

い
。

一
方
で
永
手
授
勲

の
事
が
見
え
る

『続
紀
』
天
平
神
護
元
年
正
月
七
日
条

は
、
男
性
で
こ
の
時
勲

位
を
授
か

っ
た
者
は
、
同
日
に
記
さ
れ
る
叙
位
に
は
全
く
顔
を

出
さ
な

い
た
め
、
或

い
は
執
筆
の
際
に
何
等
か
の
不
備
が
あ

っ

た
事
も
想
像
さ
れ
る
。

『補
任
』
は
具
体
的
に
年
紀
を
記
さ
な

い
が
、
参
議
中
衛
大
将

任
官
の
後
、
天
平
神
護
二
年
正
月
八
日

の
中
納
言
任
官

の
前
と

す
る
。
し
か
し
、
『補
任
』
の
真
備
に
関
す
る
記
述
は

『続
紀
』

と
異
な
る
箇
所
も
多
く
、
直
ち
に
信
用
す
る
事
は
難
し
い
。

『補
任
』
は
天
平
神
護
二
年
十
月
廿
日

に
正
四
位
下

へ
叙
位
さ

れ
た
と
し
て

『続
紀
』
と
喰
違

い
を
見
せ
て
い
る
。

『補
任
』
は
天
平
神
護
二
年
九
月
に
正

五
位
下
へ
叙
位
と
す
る
。

『補
任
』
の
雄
田
麻
呂

(百
川
)
に
関
す
る
記
述
は
、
従
三
位

叙
位

の
時
期
や
任
官
さ
れ
た
官
職
名
に

『続
紀
』
と
異
な
る
部

分
が
見
ら
れ
る
。

延
暦
二
年

(七
八
三
)
三
月
十
九
日
条

の
麗
伝
に

「神
護
初
授
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46

、

47

、

従
四
位
下
、
拝
参
議
」
と
あ
る
。
『補
任
』
は
天
平
神
護
二
年

七
月

に
従
四
位
下
叙
位
と
す
る
が
、
『補
任
』

の
田
麻
呂
に
関

す
る
記
述
は
官
職
の
経
歴
等
に

『続
紀
』
と

の
問
で
喰
違
い
が

見
ら
れ
る
事
か
ら
直
ち
に
は
従
え
な
い
。

延
暦

二
年
の
麗
伝
に
は
従
三
位

へ
の
叙
位
も

「宝
亀
初
」
と
表

現
し
、
実
際
に
は
宝
亀
二
年

(七
七

一
)
十

一
月
二
七
日
条
に

見
え

る
。
し
か
し
宝
亀
は
十

一
年
続
く
の
に
対
し
て
、
天
平
神

護
は
約
二
年
半
で
あ
る
。
従

っ
て
麗
伝
の
言
う

「神
護
初
」
と

は
天
平
神
護
元
年
、
広
く
見
て
も
同
二
年
の
四
月
は
降
ら
な

い

で
あ

ろ
う
。

神
護
景
雲
二
年

(七
六
八
)
二
月
十
八
日
条
に
お
い
て
、
家
依

は
従

五
位
上
と
し
て
侍
従
、
及
び
従
五
位
下
と
し
て
式
部
少
輔

に
任
官
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
か
が
誤
り
で
あ
る
事
が
考
え
ら

れ
る
。
松
崎
氏
は
後
者
の
誤
り
で
、
天
平
神
護
元
年
十

一
月
か

ら
神
護
景
雲
二
年
、
一月
の
問
に
従
五
位
上

へ
叙
位
さ
れ
た
も
の

が

『続
紀
』
か
ら
脱
落
し
て
い
る
と
す
る
。

一
覧

に
挙
げ
た
期
間
中
、
神
護
景
雲
二
年
閏
六
月
三
日
条
は
従

五
位
上
、
宝
亀
元
年

(七
七
〇
)
九
月
十
六
日
条
は
従
五
位
下

と
あ

る
。
大
系
本
は
後
者
を
従
五
位
上
に
改
め
る
が
、
前
者
が

従
五
位
下
の
誤
記
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
後
者
と

一
覧
中
後
者

48

、

49

、

の
間
で
従
五
位
上
へ
の
叙
位
記
事
欠
落
を
想
定
す
る
事
も
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
を
誤
記
と
す

る
か
の
判
断
は
難
し
く
、

従

っ
て
少
な
く
と
も

一
覧
に
挙
げ
た
期

間
の
問
に
叙
位

の
欠
落

が
想
定
さ
れ
る
と
す
る
に
止
め
る
。

『補
任
』
は
延
暦
元
年

(七
八
二
)
正
月
に
従
三
位
叙
位
と
す

る
。
『補
任
』
の
伯
麻
呂
に
関
す
る
記
述
は
、
大
伴
家
持
に
関

す
る
記
述
が
混
入
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば

概
略
で
は

『続
紀
』
と

一
致
し
て
い
る
。
従

っ
て
実
際
の
従
三

位

へ
の
叙
位
も

『補
任
』
の
記
述
に
近

い
時
期
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な

い
か
。

『補
任
』
は
延
暦
元
年
六
月
十
三
日
の
右
大
臣
任
官
の
後
と
す

る
。前
述
の
麗
伝
に
お

い
て
も
右
大
臣
任
官
の
後
、
従
二
位
を
授

け
ら
れ
た
と
あ
り
、従
二
位

へ
叙
位
さ
れ
た
事
は
事
実
で
あ
り
、

こ
れ
が
何
等
か
の
原
因
に
よ
り
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
叙
位
欠
落
の
原
因

で
は
、
叙
位
欠
落
の
調
査
結
果
を
検
討
す
る
事
と
す
る
。
ま
ず
、

全
体
を
概
観
し
て
気
付
く
事
は
、
『続
紀
』
全
般
を
通
じ
て
あ
る
程

度
の
叙
位
の
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
事

で
あ
る
。
特
に

『続
紀
』
の
編
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纂
に

つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
比
較
の
目
安
と
さ
れ
る
、
編

纂
過
程
が
明
ら
か
に
異
な
る
前
後
半
各

二
十
巻

の
間
に
お
い
て
も
、

前
半
二
十
巻
の
方
に
叙
位
の
欠
落
が
多
く
考
え
ら
れ
る
の
は
確
か
で

は
あ
る
が
、
後
半
二
十
巻
に
お
い
て
も
天
平
神
護
年
間
前
後
を
中
心

に
叙
位

の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
見
ら
れ
る
様
に
、
そ
れ
程
明

確
な
差
と
な

っ
て
い
な

い
。
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
前
半
二
卜
巻
に

お

い
て
も
特
に
和
銅
年
間
迄
に
叙
位

の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が

多

い
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
例
え
ば
慶
雲
四
年
正
月
甲
午
条
の
成
選

人
に
対
す

る
叙
位
に
お
い
て
は
、
旦
ハ体
的
な
名
を
挙
げ
ず
に
叙
位
さ

れ
た
人
数

の
み
を
記
す
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
和
銅
四
年

(七

一
.
)

四
月
壬
午

条
の
成
選
叙
位
に
お

い
て
は
そ

の
名
を
挙
げ

て
い
る
様

に
、
前
半

二
十
巻
全
体
に
わ
た
る
特
徴
と
し
て
捉
え
る
よ
り
も
、
慶

雲
年
間
以
前
と
和
銅
年
間
以
後
、
或
い
は
文
武
天
皇
紀
と
元
明
天
皇

紀
以
降
と

の
特
徴
差
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
表

、
に
よ

る
と
、
和
銅
三
年

(七

一
〇
)
以
前

の
叙
位
者
数
は
そ
れ
以
後

の
叙

位
者
数
と
比
較
す
る
と
相
対
的
に
少
な

い
も
の
と
な

っ
て
い
る
が
、

実
際
に
行
な
わ
れ
た
叙
位
は

『続
紀
』
記
載
の
叙
位
者
数
に
現
れ
て

い
る
差
程
大
き
く
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対
に
記
事
分
量

の
少
な
さ
か
ら
笹
山
氏
に
よ

っ
て
延
暦
年
間
の
最
終
編
纂
事
業
に
お

け
る
記
事
削
減

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
天
平
勝
宝
年
間
に
関

し
て
は
、
表

一
に
お
い
て
も
特
に
天
平
勝
宝
七

・
八

(七
五
六
)
歳

で
叙
位
者
数
は
少
な

い
部
類
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
考
え
ら

れ
る
叙
位
の
欠
落
は
表
三
を
見
る
と
明
ら
か
な
様
に
必
ず
し
も
多

い

と
は
言
え
な
い
。
従

っ
て
叙
位
記
事
編
集
の
観
点
か
ら
は
、
天
平
勝

宝
年
間
の
記
事
を
延
暦
年
間
の
最
終
編
纂
作
業
に
お

い
て
削
減
し
た

と
は
考
え
難
い

。

次
に
、
個

々
の
叙
位
の
欠
落
か
ら
そ

の
原
因

に
つ
い
て
検
討
す

る
。ま

ず
、
最
も
叙
位

の
欠
落
が
集
中
す
る
和
銅
年
間
以
前
に
つ
い
て

見
て
み
る
と
、
新
田
部
親
王

・
藤
原
不
比
等

・
石
上
麻
呂

・
長
屋

王

.
大
伴
安
麻
呂
、
と

い
っ
た
有
力
者

の
、
し
か
も
高
位

へ
の
叙
位

の
欠
落
が
考
え
ら
れ
る

↓
方
で
、
四
位
や
五
位
で
あ

っ
て
も
叙
位
の

　
あ

モ

欠
落
は
見
ら
れ
な

い
官
人
も
存
在
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
時

期
の
叙
位

の
欠
落
を
意
図
的
な
削
減
作
業

に
因
る
と
考
え
る
な
ら

ば
、
位
階
の
高
低
を
考
慮
す
る
事
な
く
、
同

一
日
の
ま
と
ま

っ
た
叙

位
に
つ
い
て
全
て
削
除
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
叙
位
の

欠
落
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
、

一
覧
末
の
補
説
1
や
10
に
記

し
た
様
に

『続
紀
』
大
宝
元
年
三
月
や
慶
雲
四
年
一
、月
の
、
人
数
の

み
を
記
す
叙
位
記
事
に
含
ま
れ
る
事
が
推
測
さ
れ
る
が
、
藤
原
不
比

等
や
石
h
麻
呂
等
は
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
代
表
例
で
、
し
か
も
補
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説
5
で
述

べ
た
様
に
、
不
比
等

や
麻
呂
と
同
日
に
叙
位
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
、
彼
等
よ
り
も
位
階
が
低
い
官
人
の
叙
位
が

『続
紀
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
和
銅
元
年
正
月
乙
巳
条
は
五
位
以
上
の

諸
王
や
正
四
位
上
～
従
五
位
上
の
諸
臣
の
叙
位
が
欠
落
し
て
い
る
事

が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が

(補
説
12
)
、
位
階
の
低

い
者

の
叙
位
を
記

事
と
し
て
残
し
、
有
力
者

の
叙
位
を
抽
出
し
て
意
図
的
に
削
除
す
る

方
法
は
採

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
和
銅
年
間
以
前
に
叙
位
の
欠
落
が
多

く
考
え
ら
れ
る
原
因
は
、
最
終
編
纂
段
階
か
そ
れ
に
近

い
時
期
に
お

い
て
の
意

図
的
な
削
減
作
業
に
因
る
も
の
で
は
な
く
、
編
纂
作
業
L

の
不
備
や
素
材
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
様

の
事
は
後
半
二
十
巻
に
つ
い
て
も
言
え
よ
う
。
後
半
二
十
巻

の
中
で
は
叙
位
の
欠
落
が
比
較
的
多
く
考
え
ら
れ
る
時
期
と
し
て
天

平
神
護
年

間
前
後
が
挙
げ
ら
れ
る
事
は
前
述
し
た
が
、
こ
の
時
期
に

叙
位
の
欠

落
が
考
え
ら
れ
る
人
物
に
は
、
和
銅
年
間
以
前
と
同
じ
く

藤
原
永
手

・
吉
備
真
備

・
弓
削
浄
人
等

の
有
力
者
が
含
ま
れ
、
そ
れ

以
外
に
も
藤
原
雄
田
麻
呂
や
田
麻
呂
と
い
っ
た
後
の
有
力
者
も
見
ら

れ
る
。
天
平
神
護
年
間
頃
の
叙
位
者
数
は
、
天
平
宝
字
八
年

の
恵
美

押
勝
の
乱

の
影
響
も
あ
り

『続
紀
』
内
で
も
比
較
的
多

い
部
類
に
含

ま
れ
る
が
、
前
述
同
様
に
敢
え
て
有
力
者
の
叙
位
を
削
除
す
る
理
由

は
見
当
ら

な
い
。
天
皇
紀
と

い
う
観
点

で
見
た
場
合
、
称
徳
天
皇
の

崩
御

の
際
に
お
け
る
称
徳
天
皇
に
対
す
る
記
述
が
芳
し
い
も

の
で
は

な
い
事
か
ら
、
延
暦
朝
に
お
け
る
称
徳
朝
に
対
す
る
見
方
が
厳
し
い

も

の
で
あ
り
、
称
徳
紀
に
関
し
て
何
等
か

の
記
述
操
作
が
な
さ
れ
、

叙
位
記
事
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な

い
か
と
す
る
向
き
も
出

て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
削
減

さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

大
原
家
主
や
弓
削
犬
養

の
様
な
称
徳
紀
に
の
み
叙
位
記
事
に
見
え
る

　や

人
物
が
い
る

一
方
で
、
永
手
や
田
麻
呂
等
、
称
徳
朝
だ
け
で
な
く
光

仁
天
皇
擁
立
や
光
仁
朝
に
お
い
て
活
躍
し
た
人
物

の
叙
位
が
削
除
さ

れ
る
の
は
不
自
然
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

叙
位

の
欠
落
が
多
く
考
え
ら
れ
る
時
期
以
外

の
も

の
を
併
せ
て
み

て
も
、
政
変
等
に
関
わ

っ
た
た
め
に
叙
位
が
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
例
は
見
当
ら
な

い
。
阿
倍
広
庭
の
様
に

一
人
に
複
数
の
叙
位

の

欠
落
が
考
え
ら
れ
る
も

の
も
見
ら
れ
る
が
、
欠
落
し
て
い
る
人
物
に

何
等
か
の
原
因
を
求
め
た
と
し
て
も
、
今

一
つ
根
拠
に
欠
け
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
偶
然
叙
位

の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
重
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
言
う
事
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
又
、
桓
武
朝
に
入

っ
て
叙
位
の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
少

な
い
中
で
、
大
伴
伯
麻

呂
や
藤
原
田
麻
呂
の
高
位

へ
の
叙
位
が
欠
落

し
て
い
る
の
は
、
意
図

的
な
削
減
と

い
う
よ
り
も
編
纂
作
業
上
の
不
備
と
考
え
た
方
が
理
解

し
易

い
。
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表

『続
日
本
紀
』
叙
位
記
事
欠
落
想
定
者
分
布
表

τ
・ー

・
は
他
に
比

べ
誤
記
の
、円
能
性
が
高
い
も
の
、
或

い
は
欠
落
が
想
定
さ
れ
る
期
間
が
他
に
比

べ
て
曖
昧
な
も
の
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今
後
の
課
題

～
む
す
び

に
か
え

て
～

以
上
、

『続
紀
』
か
ら
の
叙
位
の
欠
落
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た

が
、
大
抵

の
場
合
意
図
的
に
削
除
さ
れ
た
も
の
と
は
言

い
難

い
と
い

ダ

う
結
論
に
至

っ
た
。
叙
位
記
事
に
関
し
て
は
、
最
終
編
纂
段
階
に
お

い
て
何
等

か
の
資
料
操
作
を
行
な

っ
て
い
る
可
能
性
は
低

い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
結
論
か
ら
、
叙
位
記
事
の
編
集
作
業
或

い
は

用
い
ら
れ
た
素
材
に
つ
い
て
検
討
し
、
国
史
編
纂
事
業
の

、
端

に
関

し
て
見
解
を
述
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
を
考
え
る
と
、
問

題
は
む
し

ろ
こ
こ
か
ら
先
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
幅
も
限
ら
れ

て
お
り
十
分
な
考
察
を
行
な
う
事
が
出
来
な
い
。

そ
こ
で
今
回
の
検
討
か
ら
、
今
後
の
問
題
に
関
し
て
注
意
す
べ
き

点
を
二
、
三
挙
げ
た

い
と
思
う
。

第

]
に
、
和
銅
年
間
以
前
に
叙
位
の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
例
が
多

い
事
、
言

い
換
え
れ
ば

『続
紀
』
の
叙
位
記
事
に
不
備
が
多
く
認
め

ら
れ
る
点

に
つ
い
て
、
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
和
銅
年
間
以
前

お

　
り

へ
　

ヂ　

　
　

　

の
文
書
行
政
の
未
発
達
と

『続
紀
』
に
用

い
ら
れ
た
素
材
と
の
関
係

が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
『続
紀
』
叙
位
記
事

の
素
材
に
使
用
さ

れ
た
も
の
と
し
て
位
記

(案
)
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど

　
　

　

の
様

に
作

成

・
保

管

さ

れ

て

い

っ
た

の
か

。

第
二
に
、
和
銅
年
間
以
前
に
叙
位
の
欠
落
が
多
く
考
え
ら
れ
る
事

は
、
天
皇
紀
と
し
て
の
観
点
で
は
文
武
紀
と
元
明
紀
以
降
の
特
徴
差

と
し
て
も
捉
え
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
は
小
論
中
に
お
い
て
述

ダ
れ

　

べ
た
が
、
こ
の
点
と
文
武
紀
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
中
西
氏
の
説
と

の
関
係
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
の
か
。
中
西
氏
は
、
『
続
紀
』
編

纂

の
前
提
と
し
て
各
天
皇

の
実
録
が
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

今
回
検
討
し
た
結
果
、
叙
位
記
事
が
最
終
編
纂
段
階
に
お
い
て
削
除

さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
で
は
現
存
の
様
な
五
位
以
ヒ
の
叙
位

を
網
羅
し
て
い
な
い
叙
位
記
事
は
各
天
皇
の
実
録
の
段
階
か
ら
存
在

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
文
武
紀
に
つ
い
て
は
叙
位
記
事
の
不
備

が
目
立
つ
。

第
三
に
、
今
回
の
検
討
か
ら

『続
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
な

い
五
位

以
後
の
昇
叙
経
過
が

『補
任
』
に
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
事
が
明
らぶ

か
と
な

っ
た
。
『補
任
』
の
成
立
に
関
し
て
は
⊥
田
直
鎮
氏
の
研
究

が
あ
り
、
氏
は
、
弘
仁
二
年

(八

一
一
)
以
前
の

『補
任
』
は

『歴

運
記
』
を
基
に
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
『
歴
運
記
』
は

『続
紀
』
等

国
史
を
素
材
と
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
但
し
五
位
以
上
の
官

人
の
経
歴
で
国
史
に
記
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
を
基

に
記
し
た
の
か
明
確
な
結
論
を
述
べ
て
お
ら
ず
、
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
『補
任
』
や

『歴
運
記
』
が
私
的
な
記
録
を
用
い
た
可
能
性
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を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仮
に
国
史
に
お
い
て
私
的
な
記
録
を

活
用
し
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
『補
任
』
『歴
運
記
』
編
者
が
国
史
に

記
さ
れ
て

い
な
い
五
位
以
後
の
経
歴
を
全

て
私
的
な
記
録
に
拠

っ
て

記
述
し
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
延
暦
年
間
に
編
集
さ
れ
た
と
さ
れ

る

『官
曹
事
類
』
を
は
じ
め
、
公
的
な
記
録
の
存
在
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。

『続
紀
』
に
見
え
な
い

『補
任
』
五
位
以
上
の
叙
位
の
記

述
は
、
『
続
紀
』
の
叙
位
記
事
記
述
に
際
し
て
、
前
述
の
位
記

(案
)

　
　

り

を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
記
録
を
複
合
し
た
と
す
る
説
に
疑
念
を
抱

か
せ
る
も

の
で
あ
る
。
五
位
以
上
の
叙
位
に
つ
い
て
記
す

『続
紀
』

の
態
度
も

、
果
た
し
て
編
纂
方
針
に
因
る
も

の
で
あ
る
の
か
素
材
に

左
右
さ
れ

て
の
も

の
で
あ
る
の
か
、
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

ま
と
ま

り
に
欠
け
る
上
に
問
題
提
起
を
行
な

っ
た
に
過
ぎ
な

い

が
、
以
上

の
通
り
で
あ
る
。
小
論
で
は

『続
紀
』
の
叙
位
記
事
に
つ

い
て
検
討
を
試
み
た
が
、
他
の
国
史
も
同
様
に
比
較
検
討
す
る
事
に

よ
り
、
編
纂
事
業

の
変
遷
を
垣
間
見
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な

い
か

と
い
う
展
望
を
持

っ
て
い
る
。
又
、
今
回
は
男
性
叙
位
に
関
し
て
の

み
分
析
を
試
み
た
が
、
女
性
叙
位
に
関
し
て
は
、
特
に
天
平
年
間
以

前
は
叙
位
記
事
は
お
ろ
か
女
性
に
関
す
る
記
事
自
体
が
乏
し
く
、
検

討
の
対
象
と
す
る
に
は
現
時
点
で
問
題
が
存
す
る
た
め
、
今
回
は
触

れ
ず
に
お

い
た
。
但
し
、
女
性
に
関
す
る
記
事

の
記
載
状
況
か
ら
、

男
性
叙
位
と
は
異
な
る
編
集
事
情
が
考
え

ら
れ
る
。
『類
史
』
叙
位

の
項
に
お
い
て
男
性
と
女
性
が
区
別
さ
れ
て
い
る
事
は
、
今
後
考
察

を
深
め
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

末
筆
な
が
ら
、
御
指
導
御
教
示
頂
い
た
水
野
柳
太
郎
先
生
、
東
野

治
之
先
生
、
寺
崎
保
広
先
生
に
は
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

る
。

注1

 

(
2

)

(
3

)

(
4
)

遠
藤

慶
太

「
国
史
編
纂

と
素
材
史
料
-

律
令
公
文
を

中
心
と
し

て
ー

」

(
二
〇
〇

一
年

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

]
七

三
号

所
収

)

中
西
氏

の
論
考

に
は
、
イ

「
『
続

日
本
紀

』

の
祥
瑞

記
事
」

(
一
九
九

七
年

『
人
文
論
究
』

四
七
号

所
収
)

ロ

「
『続

日
本
紀
』

の
莞
卒

記
事

に

つ
い
て
」

(
一
九
九
八
年

『関
西
学
院
史
学
』

二
五
号

所
収
)

ハ

「
『
続

日
本
紀
』

編
纂

の
前
段

階
」

(
一
九
九
九
年

『
続

日
本

紀
研

究
』

三

二
三
号

所
収

)

二

「
『
続

日
本

紀
』
と

実
録
」

(
二
〇

〇

〇
年

『続

日
本
紀

研
究
』

三
二
八
号

所
収

)
等

が
あ

る
。

笹

山
晴

生

「
続

日
本

紀
と
古

代

の
史

書
」

(
一
九

八
九
年

岩

波
本

『続

日
本
紀
』

一
、
解

説
)

以

下
、
笹
山
氏

の
説
に
触

れ
る
際

は
こ
の
論
文

に
拠

る
事
と
す

る
。

『続
後

紀
』

の
叙
位

の
欠

落
に

つ
い
て
は
別
稿

に
お

い
て
詳
し
く
述

べ

る
事
と

し
た

い
が
、

『続

紀
』

と
比
較
し

て
、
相
当
少

な

い
も

の
と
な

っ
て
い
る
事
を
指
摘

し
て
お
く
。

一45一



(
5
)

(
6
)

987
)))

 

(10

)

例

え
ば
藤

原
鷹
取

は
、
宝
亀

十
年

(
七
七
九

)
十
月
丙

辰
条

に
お

い

て
正

五
位
下

、
翌
丁

巳
条

に
お

い
て
正
五
位

上

へ
叙
位

さ
れ

て

い
る

事
が
見
え

る
。

加

藤
順

一

「
律
令
官

人
と

遣
唐
使

一
叙
位
と

経
歴

に
関
す

る
分
析
を

中
心

に

=

(
一
九

八
七
年

『
法

史
学

の
諸
問

題
』
慶
応

通
信

社

所

収
)

加
藤

氏
は

遣
唐

使

に
任

命

さ
れ

た
人

物

の
昇
叙

の
過

程
を

分
析

し
、

少

な
く
と
も

上
級
幹

部
に
対

す
る
叙

位
は
、

遣
唐
使
派

遣

に
対
応
す

る
も

の
と

は
見
倣

し
難

い
と

述

べ
て

い
る
。

し
か

し
大
宝

二
年

(七

〇
二
)

の
遣

唐
使

は
、
三
十

年

の
中

断
を
経

て
派
遣

さ
れ
た

も

の
で

あ

り
、

日
本

側
と

し
て
は

、
他

の
遣

唐
使
と

比
較

し
て
よ
り

重
要
な

意

味
合

い
を
持

っ
た
派
遣

で
あ

っ
た
事
が
推

測
さ

れ
る
事

か
ら
、

一

概

に
加
藤

氏

の
見
解

と

一
致

す

る
も

の
と

は
言
え

な

い
の
で
は
な

い

か
。

『寧
楽
遺

文
』
下
巻
、
九
六
七
頁

「
威
奈
真
人
大
村
墓
誌
」

岩

波
本

『
続
日
本
紀
』

一
、

一
〇
九
頁
ー
注

二
〇

岩

波
本

『続

日
本
紀
』

一
、

一
二
九
頁
i

注

一
五

・
同
補

注
四
-

一

〇『
続
紀
』

の
国
司
任
官
記
事

の
特
徴

に

つ
い
て
は
、
館
野
和
己
氏

の
研

究

が
あ

る
。

(館

野

和

己

「
続
紀

の
国
司

記
事

の
特
徴

と

問

題
点

」

(
一
九
八

一
年

『続

日
本
紀
研
究
』

二

一
三
号

所
収
)
)

こ
の
中
で
館
野
氏
は
、

『続

紀
』
前
半

二
十
巻

の
国
司
任
官
記
事

に
関

し
、

五
位
以

上

の
守

の
任
官
を

記
載

し
よ
う
と

す
る
態

度
が
あ

る
事

を
指
摘
し

て
い
る
。

　
1211

)

 

(
13

)

　

1514
)

 

(
16

)

　

23
)

　 　 　 　 　 　

222120191817
))))))

岩
波
本

『
続

日
本
紀
』

一
、

一
九
二
頁
-

注

一
二

野
村
忠
夫

「
藤
原
京
家
-

麻
呂
と
浜
成
-
」

(
一
九
九
五
年

『
奈
良
朝

の
政
治
と
藤
原
氏
』
吉
川
弘
文
館

所
収
)

在

唐
中

に
叙
位
さ
れ

た
例
と
し

て
は
、
天
平

宝
字
八
年
正

月
乙
巳
条

に
従
三
位

へ
叙
位
さ
れ
た
藤
原
清
河
が
挙
げ
ら
れ
る
。

岩
波
本

『続

日
本
紀
』
二
、
校
異
補
注
六

二
二
頁

岩
波
本

『
続

日
本
紀

』
二
、

一
二
六
頁
-
注

一
四

・
一
四
三
頁
ー
注

二
四

熊
谷
公

男

「
位
記
と

定
姓

～
続
紀

に
見
え

る
叙
位
記
事
と

賜
姓
記
事

の
く

い
ち
が

い
を
め
ぐ

っ
て

～
」

(
一
九
七

四
年

『
続

日
本

紀
研
究
』

一
八
三
号

所
収
)

熊
谷

氏
は

こ
の
中
で
、
改
賜

姓
記
事
前

に
も
拘
ら
ず
改

賜
姓
後

の
姓

で
叙
位
記
事

に
記
さ

れ
て

い
る
例

を
表

に
挙

げ

て
い
る
が
、
小
論

で

扱

っ
た

背
奈
福

信
は

、
改
賜

姓
記
事

前

の
天
平

十

五
年

(七

四
三

)

六

月
丁
酉
条

の
任
官
記
事

に
お

い
て
も
改
賜

姓
後

の
姓

で
記
さ

れ
て

い
る
。

『大

日
本
古
文

書
』
編
年
巻

ニ
ー

四
六
六
頁

『寧
楽
遺
文

』
中
巻

六
九

〇
頁

『寧
楽
遺

文
』
中
巻

六
二
六
頁

『大

日
本
古

文
書
』
編
年
巻

一
五
ー
九

三
頁

『大

日
本
古
文
書
』
編
年
巻

一
四
-

四

.
一
頁

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
巻

四
ー

三
九

五
頁

松
崎
英

一

「
続
紀
位

階
記
事

の
誤
謬

・
矛
盾
」

(
]
九
七
六
年

『
続
日

本
紀

研
究
』

一
八
七
号
所
収

)
以
下

、
松
崎
氏

の
説
に
触
れ

る
際
は

一46一
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(
26

)

(
27

)

こ

の
論
文

に
拠

る
事
と
す

る
。

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ

け
第

一
八

東
大
寺
文
書
之
三
-

五
七
頁

例

え
ば
佐

伯
宿
祢

男
は
、
慶

雲

二
年

十

二
月
癸
酉
条

で
従
六
位

下
か

ら
従

五
位

下

へ
の
叙
位

、
和
銅

元
年

三
月
丙
午

条

で
大

倭
守

へ
の
任

官

、

同
二
年

(七

〇
九

)
九

月
乙
卯
条

で
従

五
位
下

か
ら
従

五
位
上

へ
の
叙
位
が

『続
紀
』

に
記

さ
れ
て

い
る
。

『
続
紀
』

に
見
え
る
大

原
連

家
主

の
記
事

は
、
天
平
宝
字

八
年

十
月
庚

午

条

の
正
六
位

上
か

ら
外
従

五
位

下

へ
の
叙
位

記
事

、
天
平
神

護
元

年

正

月
己
亥

条

の
外

従

五
位

下
か
ら

外
正

五
位

下

へ
の
叙
位

記
事

、

同

二
年

三
月
辛

巳
条

の
但
馬
員

外
介
任

官
記
事

、
神
護

景
雲
元

年
正

月
己

巳
条

の
外

正
五
位

下
か

ら
従

五
位

下

へ
の
叙
位
記
事

、

同
年
七

月
庚
戌
条

の
主
税
頭
任
官
記
事

で
あ

る
。

一
方

の
弓
削
宿
祢
牛
養

に
関
す
る
記
事
は
、

天
平
神
護

元
年

正
月
己
亥

条

の
従

六
位

下
か
ら
従

五
位

下

へ
の
叙

位
記
事

、
同
年

二
月
丙

寅
条

の
近
衛
少

将
任
官

記
事

、
同
年

十

一
月

庚
辰
条

の
従

五
位

下

か
ら
従

五
位
上

へ
の
叙
位

記
事

、
神
護

景
雲

元
年
八

月
戊

戌
条

の
越
前

介
任

官

記
事

、
宝
亀
元
年

四
月
癸
酉
条

の
弓
削
朝

臣
賜
姓
記
事

で
あ

る
。

一
部

の
叙
位

者
を
記

し
、

そ

の
他

は
人
数

の
み

の
表

記
に
止
ま

る
大

宝

元
年
三
月

甲
午

条
及
び
慶
雲

四
年

二
月

甲
午
条

に

つ
い
て
は
、
『
紀

略

』

が
叙

位
記
事

を
略

記
す

る
際

「叙

位
」
等

の
表
記

を
し
、

人
数

は
記

さ
な

い
事

、
又

『後

紀
』

大
同

元
年

(
八
〇
六
)

五
月
辛

巳
条

に

「
是

日
叙
位
有

差
」

と

の
み
あ
る
様

に
叙
位
者

の

一
部

や
人

数
を

記

し

て

い
な

い
事

か
ら

類
推
す

る
と

、
直
ち

に
最
終
編
纂

段
階

に
お

け

る
削

除

・
省
略

と
考
え

る

べ
き

で
は
な
く
、

素
材

の
影

響
も

想
定

(
28

)

(29

)

(
30
)

32 31
)

 

(
33
)

し

て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う
。

小
林
泰
文

「
史
生

に
関
す

る

一
考
察

～
六
国
史

に
見
え

る
諸
史

生
設

置
記
事

に

つ
い
て

～
」

(
一
九
七

八
年

『
史

聚
』
八
号

所
収
)
、
岩

波
本

『
続

日
本

紀
』

一
、
補
注

四
ー

二
九

に
文

書
行
政

の
展
開

に

つ

い
て
の
指
摘
が
あ

る
。

最
近
、

大
宝
令
施

行
直
後

の
中
務
省

に
関
連
す
る
木
簡

が
藤
原
宮

南

側
か
ら
出
土
し

て
お
り

、
今
後

の
成
果
が
待
た
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

『続
紀
』

叙
位
記
事

の
素
材

に
関
す
る
研
究
に
は
、
前
掲
注

(16
)
熊

谷
論
文

の
他

、
黛
弘
道

「位
記

の
始

用
と
そ

の
意
義
」

(
一
九

八
二
年

『
律
令
国
家
成

立
史

の
研
究
』
吉

川
弘
文
館

所
収
)
、

「律
令
官

人

の
序

列
」

(
同
書
所
収

)
、

柳
雄
太
郎

「
『
続

日
本
紀

』

の
編
纂

関
係
史
料

」

(
一
九
七

八
年

『続

日
本
紀
研

究
』

二

〇
〇
号

所
収

)
、

西
本
昌

弘

「
孝
謙

天
皇
詔

勅
草
と

八
世
紀

の
叙
位
儀
礼
」

(
一
九
九

七
年

『
日
本

古
代
儀
礼
成
立
史

の
研
究
』
塙
書
房

所
収
)
、
畑
中
彩
子

「
律
令
国
家

に
お
け

る
官

人
序
列
1

『続

日
本
紀

』
叙
位
記
事

の
検
討
1
」

(
]
九

九
九
年

『学
習
院
大
学

人
文
科
学
論
集
』
八
号

所
収
)
等
が
あ

る
。

位

記
作
成

に
関
す

る
令

の
規
定
は
、
公
式
令

16
勅
授
位

記
式
条

・
同

17
奏
授

位
記
式

条

・
同

18
判
授
位

記
式
条

・
同

84
任
授

官
位
条

、
文

案
保
管

に

つ
い
て
は

、
公
式
令

83
文
案
条

に
そ
れ
ぞ
れ
見
え

る
。

前
掲
注

(
2
)
中
西
論
文

二

十

田
直
鎮

「
公
卿
補
任

の
成
立
」

(
一
九
九

二
年

『奈
良

平
安

時
代
史

研
究
』
吉
川
弘
文
館

所
収

)

前

掲
注

(
29
)

に
挙
げ

た
論
文
は
、
様

々
な
素
材

を
用

い
た

と
す
る

立
場

に
あ

る
。
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